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卒業に関する規程 
 
（卒業要件）  

第１条   本校を卒業するための要件は、次の各号を充足するものとする。  
① 本校学則第１７条の規定に基づき、本校に２年以上在学し、学則教育

課程表に定めるところにより卒業に必要な６７単位以上を修得して
いること。  

        ②  本校の定めるところに従い、必修授業科目、所定の選択必修授業科
目の全てについて履修し、単位を修得していること。  

        ③  卒業期までに必要な授業料等学納金の全てについて納入を完了して
いること。  

 
（卒業認定）  

第２条  前条に定める卒業要件を具備した者については、学則第１７条の規定に
基づき、卒業審査会の議を経て、校長が卒業を認定する。  

 
（卒業の時期）  

第３条  前２条に基づき卒業を認定された者の卒業時期は、原則として当該本人
の第２年次が終了する年の３月とする。ただし、２年次留年者が卒業要
件を充足した場合の卒業時期は９月３０日とする。  

 
 
 附  則  
 この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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